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2.3.2 仮設計画について 

 

(1) 概要 
 

ア． 仮設計画審査 
 

(ア) 河川堤防にかわる仮締切の基準 

築堤区間の工事において、その施工期間中における治水安全度を確保するため、仮締切

を設置する場合は、「仮締切堤設置基準（案）の一部改定について」（平成 26 年 12 月 11 日 

国水治第 92 号 水管理・国土保全局治水課長通達令和 6 年 3 月 29 日 国水治第 263 号 水

管理・国土保全局治水課長通達）により審査が行われます。 

また、出水期に築堤区間の堤防を開削する工事において河川堤防にかわる仮締切を鋼矢

板二重式工法により実施する場合は、「鋼矢板二重式仮締切設計マニュアル」（編集・発行 

(財)国土技術研究センター 平成 13 年 5 月 7 日）が定められていますので、これにより審

査が行われます。 

表 2.16、2.17 に、「仮締切堤防設置基準（案）の一部改定について」の内容を示します。 

 

(イ) その他の仮締切の基準 

掘込河道部での仮締切については、「仮締切堤防設置基準（案）の一部改定について」は

適用されません。 

しかしこの場合でも、仮締切設置後の河積で施工期間における必要流下能力が確保され

ているかどうかの審査は行われます。 

 

(ウ) 火打ちブロック 

切梁式締切工の事故防止対策として、「切りばり式締切工における火打ちブロックの使用

について」（平成 6 年 6 月 2 日建設省河川局治水課、都市河川室、開発課、防災課事務連

絡）が通知されています。本書資料編に掲載していますので参照してください。 

 

（火打ちブロックが使用可能と考えられる現場） 

・ シートパイルを直線的かつ平行に打設できること 

・ 腹起しと切梁が直角であること 

・ 腹起しの内々寸法が概ね 6m 以上であること 

 

(エ) 搬入路計画 

川表側に堤防天端より坂路を新設する場合は、「工作物設置許可基準」（平成 6 年 9 月 22

日建設省河治発第 72 号河川局治水課長通達、最終改正平成 14 年 7 月 12 日国河治第 71 号）

の第 14 章坂路に準じて審査することとなります。 
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(オ) 迂回路橋計画 

橋梁架け替え等において仮設の迂回路橋を設置する場合は、「工作物設置許可基準」（平

成 6 年 9 月 22 日建設省河治発第 72 号河川局治水課長通達）の第 10 章橋及び構造令に準じ

て審査することとなります。 

迂回路橋への構造令の適用については、「解説・河川管理施設等構造令」（技報堂出版）

の P350 に留意点が記載されているので参照してください。 

 

1. 径間長  12.5ｍ以上（Ｑ＜２, ０００ｍ3 ／sec） 

2. 桁下高  一般の橋梁の桁下高と同様に取扱う 

3. 近接橋  基準径間長未満の場合が近接橋。当該仮橋の橋脚と既設の橋脚等との間の 

流向と直角に測った距離は 12.5m 以上離すこと。（Ｑ＜２０００ｍ3 ／sec） 

 

(カ) 工事用仮橋計画 

    工事を施工するために必要な工事用仮橋への構造令の適用については、「解説・河川管理

施設等構造令」（技報堂出版）の P349 に留意点が記載されているので参照してください。 

この工事用仮橋は、出水期には撤去することが原則です。やむを得ず出水期間中も工事

用仮橋を設置する場合は、前項⑤の迂回路用仮橋に準じて設置するか、または工事用仮橋

の部分を無効河積とした上で治水上の影響（流下能力、上流側の水位上昇、河川管理施設

等への影響）の無いことを検証する必要があります。 

なお、非出水期の工事用仮橋で径間長 6m 程度のものは、工事用仮橋の桁下部分につい

て有効河積として取扱っています。 

 

イ． 工程計画審査 
 

梅雨、台風時期に入る直前の毎年 5 月下旬に、「出水対策について」として水管理・国土保

全局長から都道府県知事へ通達が行われ、この中で堤防の開削等災害の誘因となるおそれの

あるものの施行は、出水期間中は極力避けることとするとされています。 

山口県における出水期は、梅雨及び台風時期を勘案し 6 月 1 日から 10 月 31 日までとされ

ています。 

また、不測の事態が生じても出水期までに対策が講じられるよう、山口県では非出水期の

最後の月である 5 月は工作物設置に伴う河川内工事を行わないよう指導が行われています。 

以上より、工作物設置に伴う河川区域内の工事は、山口県では非出水期施工期間を 11 月 1

日から 4 月 30 日の間となるよう指導しています。 

なお、橋梁上部工等のように堤防高より上の部分空間だけを利用して行われる工事（ベン

ト、支柱支保等を使用するものは含まない。）は出水期間でも施工は認められます。 

 

ウ． 旧施設撤去計画審査 
 

「工作物設置許可基準」（平成 6 年 9 月 22 日建設省河治発第 72 号河川局治水課長通達）で

も審査の対象となっていますが、工作物の用途を廃止したときは、その工作物が治水上、利

水上の支障とならないよう除却することが基本とされています。 

橋梁を撤去する場合、すべての橋梁施設を撤去するものとします。ただし、橋脚の根入れ

部分については、別途協議するものとします。たとえ、橋台が兼用護岸となっている場合で

あっても将来河川改修を行うときの支障構造物となるため撤去が必要です。 

また、コンクリート構造物等の除却に際しては、河川水や生物への影響を考慮した施工が

望まれます。 

旧施設撤去計画については、これらの視点から審査が行われます。 
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(2) 出水期の施工について 
 

出水期の仮締切堤設置基準 
 

表 2.16 仮締切設置に関する設計条件の設定例（出水期） 

 

 堤防開削を伴う場合 堤防開削を伴わない場合 

流下能力の確

保と周辺河川

管理施設等へ

の影響 

仮締切設置後の断面で一連区間の現況流下

能力が確保されていることを確認し、不足す

る場合は、河道掘削、堤防嵩上げ等の対策工

を実施する 

仮締切設置後の断面で一連区間の現況流下

能力を確保することを原則とし、不足する場

合は適切な対策工を施すと共に、水没に伴い

周辺の河川管理施設等に被害を及ぼすことの

ないよう仮締切自体の構造に配慮すること 

設計 

対象水位 

計画高水位（高潮区間では計画高潮位）。 

ただし、これより既設堤防高の方が低い場

合は、既設堤防高。 

工事施工期間の過去 5 カ年間の時刻最大水

位 

ただし、当該水位が 5 カ年間で異常出水と

判断される場合は、過去 10 カ年の 2 位の水

位を採用することができる。 

仮締切 

形式 

鋼矢板二重式工法 

もしくはこれと同等の安全度を有する構造 

流水の通常の作用に対して十分安全な構

造、かつ、出水に伴い周辺の河川管理施設等

に影響を及ぼさない構造 

仮締切 

高さ 
既設堤防高以上 

設計対象水位 

ただし、波浪等の影響によりこれによりが

たい場合は必要な高さ 

平面形状 
流水の状況、流下能力等に出来るだけ支障

を及ぼさないもの 

流水の状況、流下能力等に出来るだけ支障

を及ぼさないもの 

天端幅 

安定上必要な幅で、構造令 21 条に掲げる幅

以上 

但し、鋼矢板工法による場合は 3m 以上で

安定計算により決定 

構造の安定上必要な値以上 

 

 

 

取り付け位置 
既設堤防天端幅又は仮締切堤の天端幅のい

ずれか大きい方（図 2.9 参照） 
- 

補強 

川表側の仮締切前面の河床及び仮締切取り

付け部の上下流側 2A（仮締切堤防天端幅の 2

倍）の長さの法面は設計対象水位以上の高さ

まで補強する（図 2.9 参照） 

川表側の仮締切前面の河床及び仮締切取り

付け部の上下流側 2A（仮締切堤防天端幅の 2

倍）の長さの法面は設計対象水位以上の高さ

まで補強する（図 2.9 参照） 

堤体復旧 表土 1m を良質土に置き換える - 
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(3) 非出水期の施工について 
 

非出水期の仮締切堤設置基準 
 

表 2.17 仮締切設置に関する設計条件の設定例（非出水期） 

 

 堤防開削を伴う場合 堤防開削を伴わない場合 

流下能力の確

保と周辺河川

管理施設等へ

の影響 

仮締切設置後の断面で仮締切設計対象水位時の

洪水流量※下記設計対象水位時の洪水流量に対す

る流下能力が一連区間において確保されているこ

とを確認し、不足する場合は、河道掘削、堤防嵩上

げ等の対策を実施する。 

ただし、設計対象水位が計画高水位（高潮区間

にあたっては計画高潮位）となる場合は、仮締切

設置後の断面で一連区間の現況流下能力が確保さ

れていることを確認し、不足する場合は、河道掘

削、堤防嵩上げ等の対策工を実施する。 

仮締切設置後の断面で非出水期期間中の最大流

量※に対する流下能力を一連区間において確保す

ることを原則とし、不足する場合は適切な対策工

を施すと共に、水没に伴い周辺の河川管理施設等

に被害を及ぼすことのないよう仮締切自体の構造

に配慮すること 

設計 

対象水位 

工事施工期間（不測の実態による工期の延長も

十分考慮した期間）の既往最高水位又は非出水期

間の過去の最大流量に 1.2 を乗じた流量を仮締切

後の河積で流下させる水位のうちいずれか高い水

位。とし、これによりがたい場合は、非出水期間の

過去の最高水位に 0.5m を加えた水位とする。 

なお、設計対象水位の上限は計画高水位（高潮

区間にあたっては計画高潮位）とする。 

ただし、これより既設堤防高の方が低い場合は、

既設堤防高。 

工事施工期間の過去 5 ｶ年間の時刻最大水位 

ただし､当該水位が 5 ｶ年間で異常出水と判断さ

れる場合は､過去 10 ｶ年の 2位の水位を採用するこ

とができる｡ 

仮締切 

形式 

鋼矢板二重式工法または土堤等（土堤による場

合は、法覆工等による十分な補強を施し、かつ川

裏に設けるものとする。） 

流水の通常の作用に対して十分安全な構造、か

つ、出水に伴い周辺の河川管理施設等に影響を及

ぼさない構造 

仮締切 

高さ 

設計対象水位＋余裕高（構造令第 20 条に定める

値）を加えた高さ以上とし、背後地の状況、出水時

の応急対策等を考慮して決定。 

ただし、これより既設堤防高の方が低くなる場

合は既設堤防高。 

設計対象水位 

ただし、波浪等の影響によりこれによりがたい

場合は必要な高さ 

平面形状 
流水の状況、流下能力等に出来るだけ支障を及

ぼさないもの 

流水の状況、流下能力等に出来るだけ支障を及

ぼさないもの 

天端幅 安定上必要な幅で、構造令 21 条に掲げる幅以上 構造の安定上必要な値以上 

取り付け位置 
既設堤防天端幅又は仮締切堤の天端幅のいずれ

か大きい方（図 2.9 参照） 
- 

補強 

川表側の仮締切前面の河床及び仮締切取り付け

部の上下流側 2A（仮締切堤防天端幅の 2 倍）の長

さの法面は設計対象水位以上の高さまで補強する

（図 2.9 参照） 

また、仮締切を川裏に設置する場合には、堤防

開削部の法面は設計対象水位以上の高さまで鉄線

蛇篭等により補強するものとする。 

川表側の仮締切前面の河床及び仮締切取り付け

部の上下流側 2A（仮締切堤防天端幅の 2 倍）の長

さの法面は設計対象水位以上の高さまで補強する

（図 2.9 参照） 

堤体復旧 表土 1m を良質土に置き換える - 

 

   ※ 堤防開削を伴わない場合における、「非出水期期間中の最大流量」は、堤防開削を伴う場

合の「仮締切設計対象水位時の洪水流量」と同一のものとする。（過去 5 ヵ年の最大値では

なく既往最大値とすること。） 

 

  



2.3 審査にかかる留意事項 2.3.2 仮設計画について 

2-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.9 仮締切堤の設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.10 非出水期の仮締切イメージ図（堤防開削を伴う場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.11 非出水期の仮締切イメージ図（堤防開削を伴わない場合）  

取付位置 Ｂ≧既設堤防天端幅 ＆ Ｂ≧Ａ 

補強延長 Ｄ＝２Ａ 
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関係法令・通達（建設省関係） 
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（通達・工作物設置許可関係） 
 

（29）工作物設置許可基準について 
（平成６年９月２２日建設省河治発第７２号建設省河川局治水課長通達 

最終改正 平成１４年７月１２日 国河治第７１号） 資料 -120 

（30）堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について 

（平成６年５月３１日 建設省河治発第４０号 建設省河川局治水課長通達） 資料 -131 

（31）工作物を堤防に近接して設置する場合の検討手法について 

  （平成６年６月１３日 事務連絡 建設省河川局治水課） 資料 -133 

（32）河川区域内における樹木の伐採・植樹基準について 

（平成１０年６月１９日 建設省河治発第４４号 建設省河川局治水課長） 資料 -136 

（33）農業用工作物の河川環境に関するガイドライン（案）について 

（平成１０年１月２３日 建設省河計発第７号 河川局河川計画課長通達） 資料 -146 

（34）堤防と道路との兼用工作物管理協定（準則）について 
（昭和４７年６月１９日 建設省河政発第５７号・道政発第４９号 

建設省河川局長・道路局長通達） 資料 -149 

（35）堤防と道路との兼用工作物管理協定の公示について 
（昭和４９年４月１５日 建設省河政発第４０号 建設省河川局水政課長通達 

     最終改正 昭和５８年５月１１日 建設省河政発第４８号） 資料 -154 

（36）堤外地の橋梁下にアンダークロス道路を設置することについて 

（昭和５７年４月２３日 事務連絡 建設省河川局治水課建設専門官） 資料 -155 

（37）河川区域内の土地に自転車歩行者専用道路を設置する場合の取扱いについて 

（昭和５０年１１月１９日 建設省河治発第９８号 建設省河川局治水課長通達） 資料 -156 

（38）橋梁部における河川管理用通路の取り扱いについて 

（平成８年１２月１２日 事務連絡 建設省河川局治水課流域治水調整官） 資料 -158 

（39）兼用道路、橋等の取り扱いについて 

       （平成９年３月２８日 事務連絡 建設省河川局治水課流域治水調整官） 資料 -159 

（40）河川法の一部改正に伴う今後の許可工作物の維持、修繕に関する通知について 
      （平成２６年１月２９日 事務連絡 国土交通省水管理・国土保全局 

河川環境課 河川保全企画室 企画専門官） 資料 -162 

（41）許可工作物に係る施設維持管理技術ガイドラインについて 
      （平成２６年３月３１日 事務連絡 国土交通省水管理・国土保全局 

河川環境課 河川保全企画室 企画専門官） 資料 -168 

 

（通達・設計基準関係） 
（42）切りばり式締切工における火打ちブロックの使用について 

      （平成６年６月２日 事務連絡 建設省河川局治水課流域治水調整官、都市河川室建設専門官、 

開発課開発調整官、防災課建設専門官通達） 資料 -184 

（43）仮締切堤設置基準（案）の一部改定について 

（平成２６年１２月１１日 国水治第９２号 水管理・国土保全局治水課長通達） 資料 -185 

          （令和６年 3月 29 日 国水治第 263 号 水管理・国土保全局治水課長通達） 
（44）「鉄道・道路等が河川を渡河するために設置する函渠（樋門・樋管を除く。） 

の構造上の基準」について 

       （平成１４年１月３０日 国河治第２１７号 河川局治水課長） 資料 -188 

（45）「鉄道・道路等が河川を渡河するために設置する函渠（樋門・樋管を除く。） 

の構造上の基準」について 

       （平成１４年１月３０日 事務連絡 河川局治水課河川整備調整官） 資料 -190 
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（43）仮締切堤設置基準（案）の一部改定について 
（平成２６年１２月１１日 国水治第９２号 水管理・国土保全局治水課長通達） 

（令和６年３月２９日 国水治第２６３号 水管理・国土保全局治水課長通達） 

 

 

標記については、「仮締切堤設置基準（案）」（平成二十二年六月三十日付治水課長通達）（平成

二十六年十二月十一日付治水課長通達）により運用しているところであるが、近年の出水状況や今後

の気候変 動による影響等を考慮し、河川工事現場における安全な施工を確保するため、別冊のとおり

一部改定をするので、遺漏なきよう取り計らわれたい。近年の出水傾向や背後地の状況の変化などを

考慮して治水上の安全を十分に確保するため、別冊のとおり一部改定をしたので、遺漏なきよう取り

計らわれたい。 

なお、「仮締切堤設置基準（案）」（平成二十二年六月三十日付治水課長）は廃止する。 

 

別冊 

 

１ 目的 

河川区域及びその周辺で行われる工事において、その施工期間中における治水上の安全を確保す

るため、仮締切を設置する場合の基準を定めるものである。 

また、出水期(融雪出水等のある地方ではその期間を含む)においては河道内の工事を行わないも

のとする。但し、施工期間等からやむを得ないと認められる場合は、治水上の安全を十分確保して

実施するものとする。 

※ ここでいう治水上の安全を確保すべき対象は、堤内地及び既存の河川管理施設等のことである。 

 

２ 適用範囲 

この基準は河川区域内及びその周辺で行われる工事に伴い設置する河川堤防にかわる仮締切に適

用する。 

 

３ 仮締切の設置 

河川堤防にかかる仮締切は次の各号の一つに該当する場合に必ず設置するものとする。但し、堤

防開削によって洪水または高潮被害の発生する危険が全く無い場合は除く。 

（１）河川堤防を全面開削する場合 

（２）河川堤防を部分開削するもののうち、堤防の機能が相当に低下する場合 

※ 堤防の機能が相当に低下する場合とは設計対象水位（後述）に対して、必要な堤防断面が確保

されていない場合をいう。 

 

４ 仮締切の構造 

 

４－１構造形式 

（１）堤防開削を行う場合 

既設堤防と同等以上の治水の安全度を有する構造でなければならない。特に出水期間にお

ける仮締切は鋼矢板二重式工法によることを原則とし、地質等のために同工法によりがたい

場合は、これと同等の安全度を有する構造とする。 

なお、土堤による仮締切の場合は法覆工等による十分な補強を施し、かつ川裏に設けるも

のとする。但し、河状等から判断して流下能力を阻害しない場合であって、流勢を受けない

箇所についてはこの限りではない。 

異常出水等、設計対象水位を超過する出水に対しては、堤内地の状況等を踏まえ、応急対

策を考慮した仮締切構造を検討する。 

部分開削の場合は、仮締切の設置の他、設計対象水位に対して必要な堤防断面を確保する

措置によることができる。 

※ ここでいう出水への対策とは、台風の接近などによる河川水位の上昇に備え、仮締切

の上に土のうなどを設置する対策をいう。 

※ 設計対象水位（後述） 

（２）堤防開削を行わない場合 

流水の通常の作用に対して十分安全な構造とすると共に、出水に伴い周辺の河川管理施設
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等に影響を及ぼさない構造とする。 

 

４－２設計対象水位 

（１）堤防開削を伴う場合 

① 出水期においては計画高水位（高潮区間にあたっては計画高潮位）とする。 

② 非出水期においては非出水期間の既往最大流量に 1.2 を乗じた流量を仮締切設置後

の 河積で流下させるための水位とする。上記によりがたい場合は、非出水期間の既往最

高 水位に 0.5ｍを加えた水位とする。  

但し、当該河川の特性や近年の出水傾向等を考慮して変更することができる。  

また、既往水文資料の乏しい河川においては、近隣の降雨資料等を勘案し、十分安全 な

水位とすることができる。なお、設計対象水位の上限は計画高水位（高潮区間にあたっ

ては計画高潮位）とする。 

非出水期においては工事施工期問（不測の実態による工期の延長も十分考慮のこと) 

の既往最高水位または既往最大流量を仮締切設置後の河積で流下させるための水位のう

ちいずれか高い水位とする。但し、当該河川の特性や近年の出水傾向、背後地の状況等

を考慮して変更することができる。 

なお、既往水文資料の乏しい河川においては、近隣の降雨資料等を勘案し、十分安全

な水位とすることができる。 

③ 出水期、非出水期に係わらず、既設堤防高が①②より求められる水位より低い場合は、

既設堤防高とすることができる。 

（２）堤防開削を伴わない場合 

出水期、非出水期を問わず、工事施工期間の過去五ヶ年間の時刻最大水位を目安とする。

但し、当該水位が五ヶ年間で異常出水と判断される場合は、過去十ヶ年の二位の水位を採用

することができるものとする。 

なお、既往水文資料の乏しい河川においては、近隣の降雨資料等を勘案し、十分安全な水

位とすることができる。 

 

４－３高さ 

（１）堤防開削を伴う場合 

① 出水期においては既設堤防高以上とする。 

② 非出水期においては設計対象水位相当流量時の水位に余裕高（河川管理施設等構造令

第二十条に定める値）を加えた高さ以上とし、背後地の状況、出水時の応急対策等を考

慮して決定するものとする。但し、既設堤防高がこれより低くなる場合は既設堤防高と

することができる。 

※ ここでいう出水時の応急対策とは、台風接近時などに河川水位の上昇に備え、仮締切

の上に土のうを設置するなどの対策をいう。 

（２）堤防開削を伴わない場合 

出水期、非出水期を問わず４－２（２）で定めた設計対象水位とする。但し、波浪等の影

響等これによりがたい場合は、必要な高さとすることができる。 

なお、本基準の目的に鑑み、上記により求められた高さを上回らない範囲で別途定めるこ

とができる。 

 

４－４天端幅 

（１）堤防開削を伴う場合 

仮締切の天端幅は河川管理施設等構造令第二十一条に定める値以上とする。但し、鋼矢板

式工法による場合は大河川に於いては五ｍ程度、その他の河川に於いては三m程度以上とする

ものとし、安定計算により決定するものとする。 

（２）堤防開削を伴わない場合 

構造の安定上必要な値以上とするものとする。 

 

４－５平面形状 

仮締切の平面形状は流水の状況、流下能力等にできるだけ支障を及ぼさないものとする。 

 

４－６取付位置 

（１）河川堤防にかわる仮締切 

堤防開削天端(a―a’)より仮締切内側迄の長さ(B)は、既設堤防天端巾または、仮締切堤の天
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端巾(A)のいずれか大きい方以上とする。 

※ 仮締切の現況堤防との接続は矢板を現況堤防に嵌入させてもよい。但し嵌入させた場合は後述

する７ 堤体の復旧に従って矢板の引き抜きによる堤体のゆるみ及び基礎地盤の 

ゆるみに対する補強対策を行うものとする。 

 

５ 流下能力の確保と周辺河川管理施設等への影響 

 

５－１堤防開削を伴う場合 

（１）出水期 

仮締切設置後の断面で一連区間の現況流下能力が確保されていることを確認し、不足する

場合は河道掘削、堤防嵩上げ等の対策を実施するものとする。 

（２）非出水期 

仮締切設置後の断面で４－２（１）②で定める仮締切設計対象水位時の洪水流量に対する

流下能力が一連区間において確保されていることを確認し、不足する場合は河道掘削、堤防

嵩上げ等の対策を実施するものとする。但し、設計対象水位が計画高水位（高潮区間 にあた

っては計画高潮位）となる場合は、５5-1（１）によることとする。 

 

５－２堤防開削を伴わない場合 

（１）出水期 

仮締切設置後の断面で一連区間の現況流下能力を確保することを原則とし、不足する場合

は適切な対策工を施すと共に、出水期の水没に伴い周辺の河川管理施設等に被害を及ぼすこ

とのないよう仮締切自体の構造に配慮することとする。 

（２）非出水期 

仮締切設置後の断面で非出水期期間中の最大流量に対する流下能力を一連区間において確

保することを原則とし、不足する場合は適切な対策を施すと共に、出水期の水没に伴い周辺

の河川管理施設等に被害を及ぼすことのないよう仮締切自体の構造に配慮することとする。 

*流過能力の算定は不等流計算等により行うことができる。 

*出水の状況によっては仮締切周辺の河川管理施設等に被害を生じる場合があるため、必要

に応じて対策を施す。 

*堤内地盤高が各々の場合で想定される水位以上である場合はこの限りではない。 

 

６ 補強 

川表側の仮締切前面の河床及び仮締切取付部の上下流概ねD＝2Aの長さの法面は設計対象水位以

上の高さまで鉄線蛇篭等で補強するものとする。 

また、仮締切を川裏に設置する場合には、堤防開削部の法面は設計対象水位以上の高さまで鉄線

蛇篭等により補強するものとする。 

 

７ 堤体の復旧 

仮締切撤去後の堤体部は表土一m程度を良質土により置き換え、十分に締固め復旧すると共に、必

要に応じて堤防及び基礎地盤の復旧も行うものとする。なお、水衝部では川表側の法面は、ブロッ

ク張等で法覆を施すものとする。 

 

８ その他 

この基準は、一般的基準を示したものであり、異常出水や背後地の著しい変化等により、これに

よることが適当でない場合には治水上の安全を十分考慮し、別途措置するものとする。 

 

 

 


